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（
総
務
委
員
会
）

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
地
方
財
政
の
収
支
が
引
き
続
き
著
し
く
不
均
衡
な
状
況
に
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
地
方
交
付
税
の
総
額

の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
平
成
十
五
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
平
成
十
六
年
度
か
ら

平
成
三
十
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
（
以
下
「
交
付
税
特
別
会
計
」
と

い
う

）
へ
の
繰
入
れ
に
関
す
る
特
例
等
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
道
府
県
の
基
準
税
率
を
引
き
下
げ
る
等
地
方

。

交
付
税
の
算
定
方
法
を
改
め
る
ほ
か
、
各
種
の
制
度
改
正
等
に
伴
っ
て
必
要
と
な
る
行
政
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
た
め
地
方

交
付
税
の
単
位
費
用
を
改
正
す
る
と
と
も
に
、
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
行
わ
れ
た
国
の
補
助
金
及
び
負
担
金
の
見
直
し
に
伴

い
地
方
特
例
交
付
金
の
拡
充
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
方
交
付
税
法
及
び
交
付
税
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正

１

地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例

イ

平
成
十
五
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
法
第
六
条
第
二
項
の
額
（
法
定
五
税
に
係
る

地
方
交
付
税
額
等
）
に
、
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
法
定
加
算
額
二
千
三
百
六
十
九
億
円
、
臨
時
財
政
対
策
の
た
め
の
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特
例
加
算
額
五
兆
五
千
四
百
十
六
億
円
、
交
付
税
特
別
会
計
借
入
金
一
兆
九
千
五
百
十
五
億
二
千
八
百
万
円
及
び
同
特

別
会
計
に
お
け
る
剰
余
金
四
千
二
百
億
円
を
加
算
し
た
額
か
ら
、
同
特
別
会
計
借
入
金
利
子
支
払
額
六
千
百
五
十
億
円

及
び
同
特
別
会
計
借
入
金
償
還
額
七
百
九
十
八
億
七
千
五
百
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

ロ

平
成
十
五
年
度
の
交
付
税
特
別
会
計
借
入
金
の
う
ち
、
六
千
七
百
二
十
四
億
四
千
百
万
円
に
つ
い
て
は
、
そ
の
償
還

金
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る

こ
と
と
し
、
当
該
加
算
額
を
一
般
会
計
か
ら
同
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
。

ハ

平
成
十
五
年
度
の
交
付
税
特
別
会
計
借
入
金
の
う
ち
、
八
百
七
十
九
億
円
に
つ
い
て
は
、
そ
の
償
還
金
に
相
当
す
る

額
を
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
し
、
当

該
加
算
額
を
一
般
会
計
か
ら
同
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
。

ニ

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て

三
千
二
百
四
十
三
億
円
を
加
算
す
る

、

。

２

基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
改
正

平
成
十
五
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
算
定
に
用
い
る
単
位
費
用
を
改
正
す
る
と
と
も
に
、
平
成
十
五
年
度
に
限
り
、
臨

時
財
政
対
策
債
へ
の
振
替
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
財
政
需
要
額
と
す
る
。
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３

基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
の
改
正

道
府
県
の
基
準
税
率
を
八
十
％
か
ら
七
十
五
％
へ
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
道
府
県
税
及
び

市
町
村
税
の
減
税
等
に
よ
る
減
収
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
額
の
七
十
五
％
の
額
を
加
算
す
る
特
例
を
設
け
る
。

二
、
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正

臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
可
能
額
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
。

三
、
地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

地
方
特
例
交
付
金
の
拡
充

イ

趣
旨

平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
行
わ
れ
た
国
の
補
助
金
及
び
負
担
金
の
見
直
し
に
伴
い
収
入
が
減
少
す
る
こ
と
に
伴
う
地

方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
か
ん
が
み
、
そ
の
財
政
の
健
全
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
地

方
特
例
交
付
金
（
以
下
「
第
二
種
交
付
金
」
と
い
う

）
を
交
付
す
る
。

。

ロ

第
二
種
交
付
金
の
総
額

毎
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
第
二
種
交
付
金
の
総
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
見
直
し
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が
行
わ
れ
た
国
の
補
助
金
及
び
負
担
金
で
そ
の
交
付
又
は
支
出
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
事
務
又
は
事
業
が
引
き
続
き
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
当
該
見
直
し
に
伴
う
地

方
公
共
団
体
の
収
入
の
減
少
額
の
総
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
返
還
金
等
の
額
を
加
算
し
た
額
と
し
て
予
算
で

定
め
る
額
と
す
る
。

ハ

第
二
種
交
付
金
の
算
定
方
法

毎
年
度
分
と
し
て
各
都
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
第
二
種
交
付
金
の
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け

る
都
道
府
県
の
第
二
種
交
付
金
総
額
及
び
市
町
村
の
第
二
種
交
付
金
総
額
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
官
報
で
公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
都
道
府
県
及
び
各
市
町
村
の
人
口
で
あ
ん
分
し
た

額
と
す
る
。

ニ

第
二
種
交
付
金
の
算
定
手
続
等
は
従
前
の
地
方
特
例
交
付
金(

「
第
一
種
交
付
金
」
と
い
う
。)

と
同
様
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


